
資料１－１

国 土 調 査 事 業 十 箇 年 計 画 （ 案 ）  

 

 
平 成 ２ ２ 年  月  日

閣 議 決 定
 

国 土 調 査 促 進 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ４ ３ 号 ） 第 ３

条 第 １ 項 に 規 定 す る 国 土 調 査 事 業 十 箇 年 計 画 を 次 の と お り 定 め

る 。  

 

１  地 籍 調 査  

 優 先 的 に 地 籍 を 明 確 に す べ き 地 域 を 中 心 に 地 籍 の 明 確 化 を 促

進 す る た め 、 十 箇 年 間 に 実 施 す べ き 国 土 調 査 事 業 の 量 は 、 次 の

と お り と す る 。  

（ １ ） 国 の 機 関 が 地 籍 調 査 の 基 礎 と す る た め に 行 う 基 準 点 の

測 量 の 基 準 点 の 数 は 、人 口 集 中 地 区 以 外 の 地 域 を 対 象 に 、

8 , 4 0 0 点 と す る 。  

（ ２ ）  （ １ ）に 掲 げ る 基 準 点 の 測 量 を 除 き 、国 の 機 関 が 地 籍

調 査 の 基 礎 と す る た め に 行 う 基 本 調 査 の 調 査 面 積 は 、

3 , 2 5 0 平 方 キ ロ メ ー ト ル と す る 。  

（ ３ ） 地 方 公 共 団 体 又 は 土 地 改 良 区 そ の 他 の 国 土 調 査 促 進 特

別 措 置 法 施 行 令 （ 昭 和 ４ ５ 年 政 令 第 ２ ６ １ 号 ） 第 １ 条 各

号 に 掲 げ る 者 が 行 う 地 籍 調 査 の 調 査 面 積 は 、 2 1 , 0 0 0 平 方

キ ロ メ ー ト ル と す る 。  

併 せ て 、 国 土 調 査 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 １ ９ 条

第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ く 国 土 調 査 の 成 果 と 同 等 以 上 の 精 度 又 は 正



確 さ を 有 す る 国 土 調 査 以 外 の 測 量 及 び 調 査 の 成 果 等 に つ い て も

活 用 を 促 進 す る 。  

こ れ ら に よ り 、地 籍 調 査 対 象 面 積（ 全 国 土 面 積 か ら 国 有 林 野 、

公 有 水 面 等 の 面 積 を 除 い た 地 域 の 面 積 ） に 対 す る 地 籍 調 査 実 施

地 域 の 面 積 の 割 合 を 、４ ９ ％（ 平 成 ２ １ 年 度 末 時 点 ）か ら ５ ７ ％

（ 平 成 ３ １ 年 度 末 時 点 ） と し 、 特 に 人 口 集 中 地 区 に お け る 地 籍

調 査 実 施 面 積 の 割 合 を 、 ２ １ ％ か ら ４ ８ ％ と し 、 人 口 集 中 地 区

以 外 の 林 地 に お け る 地 籍 調 査 実 施 面 積 の 割 合 を 、 ４ ２ ％ か ら ５

０ ％ と す る こ と を 目 標 と す る 。  

ま た 、中 間 年 を 目 標 に 、地 籍 調 査（（ ２ ）に 掲 げ る 基 本 調 査 を

含 む 。）に つ い て 、調 査 未 着 手 の 市 町 村 又 は 調 査 休 止 中 の 市 町 村

（ 優 先 的 に 地 籍 を 明 確 に す べ き 地 域 に つ い て 調 査 が 完 了 し て い

る 市 町 村 を 除 く 。） の 解 消 を 目 指 す 。  

 

２  土 地 分 類 調 査  

 土 地 本 来 の 自 然 条 件 や 土 地 の 改 変 状 況 等 を 把 握 す る た め 、 十

箇 年 間 に 実 施 す べ き 国 土 調 査 事 業 の 量 は 、 次 の と お り と す る 。  

国 の 機 関 が 土 地 分 類 調 査 の 基 準 の 設 定 の た め に 行 う 基 本

調 査 の 調 査 面 積 は 、 人 口 集 中 地 区 及 び そ の 周 辺 を 対 象 に 、

1 8 , 0 0 0 平 方 キ ロ メ ー ト ル と す る 。  

 

３  計 画 の 見 直 し  

こ の 計 画 は 、 今 後 の 社 会 ・ 経 済 の 動 向 、 財 政 事 情 等 を 勘 案 し

つ つ 、 中 間 年 に 見 直 す も の と す る 。  


